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第１章 本計画の基本的事項 
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本計画の趣旨 
 

 本計画は、障害者基本法（昭和４５年法律第８４号）に基づく「平塚市障がい者福祉計画」並び

に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。以

下「障害者総合支援法」といいます。）及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に基づき、国

（厚生労働省）の「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本

的な指針」（平成１８年厚生労働省告示第３９５号。以下「国の基本指針」といいます。）に即した

「平塚市障がい福祉計画」及び「平塚市障がい児福祉計画」を一つにまとめる形で、障がい者その

他の市民の皆様や関係者の御意見、国や神奈川県の考え方を踏まえて策定したものです。 

「平塚市障がい者福祉計画」 

障がい者のための施策に関する基本的な計画 

【障害者基本法第１１条第３項（障害者基本計画等）の抜粋】 

  市町村は、障害者基本計画及び都道府県障害者計画を基本とするとともに、当該市町村における障害者の状況等を踏

まえ、当該市町村における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「市町村障害者計画」という。)を策定しなけ

ればならない。 

「平塚市障がい福祉計画」 「平塚市障がい児福祉計画」 

障害福祉サービス並びに障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保 

その他障害者総合支援法に基づく業務及び障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画 

【障害者総合支援法第８８条第１項（市町村障害福祉計画）の抜粋】 

  市町村は、基本指針に即して、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関す

る計画（以下「市町村障害福祉計画」という。）を定めるものとする。 

【児童福祉法第３３条の２０第１項（障害児福祉計画）の抜粋】 

  市町村は、基本指針に即して、障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保その他障害児通所支援及び障害

児相談支援の円滑な実施に関する計画（以下「市町村障害児福祉計画」という。）を定めるものとする。 
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 本計画は、障害者基本法に基づき、国の障害者基本計画及び神奈川県の「神奈川県当事者目線の

障害福祉推進条例～ともに生きる社会を目指して～に基づく基本計画」を基本とした上で、障害者

総合支援法、児童福祉法、障害者による文化芸術活動の推進に関する法律（平成３０年法律第４７

号）、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律（令和元年法律第４９号。以下「読書バリ

アフリー法」といいます。）、障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に

関する法律（令和４年法律第５０号。以下「情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進

法」といいます。）その他の障がい者福祉に関する法律の規定の趣旨を踏まえ、これらと調和が保た

れたものとなるように策定したものです。 

 

【障害者総合支援法第８８条第７項（市町村障害福祉計画）の抜粋】 

  市町村障害福祉計画は、障害者基本法第１１条第３項に規定する市町村障害者計画、社会福祉法第１０７条第１項に

規定する市町村地域福祉計画その他の法律の規定による計画であって障害者等の福祉に関する事項を定めるものと調和

が保たれたものでなければならない。 

【障害者による文化芸術活動の推進に関する法律第８条第１項（地方公共団体の計画）の抜粋】 

  地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における障害者による文化芸術活動の推進に関する計画を

定めるよう努めなければならない。 

【読書バリアフリー法第８条第１項（地方公共団体の計画）の抜粋】 

  地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の状況等を踏まえ、

当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。 

【情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法第９条第１項（障害者基本計画等との関係）の抜粋】 

  市町村が同条第３項に規定する市町村障害者計画を策定し又は変更する場合には、それぞれ、当該計画がこの法律の

規定の趣旨を踏まえたものとなるようにするものとする。  
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本計画の位置付け 
 

 本計画のうち、平塚市障がい者福祉計画は、国の障害者基本計画（以下「国の基本計画」といい

ます。）及び神奈川県の「神奈川県当事者目線の障害福祉推進条例～ともに生きる社会を目指して

～に基づく基本計画」（以下「県の基本計画」といいます。）を基本とした上で、本市における障が

い者の状況等を踏まえて策定したものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本計画のうち、平塚市障がい福祉計画及び平塚市障がい児福祉計画は、障害者総合支援法及び児

童福祉法に基づき、国の基本指針に即して策定したものです。 

  

国の基本計画

（障害者基本法）

県の基本計画

平塚市障がい者福祉計画 

基
本 

平塚市障がい福祉計画 

平塚市障がい児福祉計画 

国の基本指針

（障害者総合支援法） 

（児童福祉法）
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 本計画のうち、平塚市障がい者福祉計画は国の基本計画及び県の基本計画を基本として、平塚市

障がい福祉計画及び平塚市障がい児福祉計画は国の基本指針に即して、策定したものです。 

 

 上位計画である平塚市総合計画を踏まえた上で、平塚市地域福祉リーディングプランその他の障

がい者福祉に関する個別計画及び本計画内の各計画との調和が保たれたものとなるように策定し

ました。 
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平塚市地域福祉リーディングプラン 

平
塚
市
こ
ど
も
計
画 

ひらつか障がい者福祉プラン 

平塚市障がい者福祉計画 

調和 

など 

平塚市障がい福祉計画 

平塚市障がい児福祉計画 

国の基本指針

（障害者総合支援法） 

（児童福祉法）

国の基本計画

（障害者基本法）

県の基本計画
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本計画の実施期間 

 

 本計画は、令和１１年度までを実施期間とす

るものです。 

 なお、本計画の実施期間は、県の基本計画の

実施期間と基本的に同じです。 

 

 本計画のうち、平塚市障がい福祉計画及び平

塚市障がい児福祉計画に相当する部分につい

ては、令和６年度から令和８年度までの３年間

を前期として実施し、国の基本指針に即して中

間見直しを行った上で、令和９年度から令和１

１年度までの３年間を後期として実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

整
合 

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度

次期計画

次期計画

次期計画

R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度 R11年度 R12年度

ひらつか
障がい者

福祉プラン
市

神奈川県障害者福祉計画

神奈川県障害福祉計画

県の基本計画（３年ごとに見直し） 次期計画県

前計画：平塚市障がい者福祉計画（第４期） 平塚市障がい者福祉計画（第５期）

平塚市障がい福祉計画（第６期）

平塚市障がい児福祉計画（第２期）

前期：平塚市障がい福祉計画（第７期） 後期：平塚市障がい福祉計画（第８期）

前期：平塚市障がい児福祉計画（第３期） 後期：平塚市障がい児福祉計画（第４期）

国

障害者基本計画（第４次） 国の基本計画 次期計画

国の基本指針 （３年ごとに改正）（３年ごとに改正）
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本計画の推進等 

 

 本市は、障害者基本法第３６条第４項の合議制の機関を設置していないため、３委託相談支援事

業所を中核とした平塚市障がい者自立支援協議会（以下「自立支援協議会」といいます。）と連携し

ながら障がい者その他の関係者の御意見を踏まえて本計画を推進し、進行管理を行っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【障害者基本法第１１条第６項（障害者基本計画等）の抜粋】 

  市町村は、市町村障害者計画を策定するに当たつては、第３６条第４項の合議制の機関を設置している場合にあつて

はその意見を、その他の場合にあつては障害者その他の関係者の意見を聴かなければならない。 

【障害者基本法第３６条第４項（都道府県等における合議制の機関）の抜粋】 

  市町村（指定都市を除く。）は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制

の機関を置くことができる。 

（１） 市町村障害者計画に関し、第１１条第６項（同条第９項において準用する場合を含む。）に規定する事項を処理す

ること。 

（２） 当該市町村における障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその

施策の実施状況を監視すること。 

（３） 当該市町村における障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査

審議すること。  

こども部会

※１（その他分科会等）
身障分科会、知的分科会、精神分科会のほか、各部会の下
に、分科会、連絡会等が設置されているものです。

その他分科会等※１身障分科会 知的分科会 精神分科会

自立支援協議会

企画運営部会 地域生活支援部会 就労支援部会
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本計画の推進（関係機関との連携） 

 

 本市は、３委託相談支援事業所を中核とした自立支援協議会と連携することにより、本計画を推

進していきます。この自立支援協議会の運営は、平塚市障がい者基幹相談支援センターが担ってい

ます。また、基本理念を実現するためには、障がい者福祉の観点からのみならず、保健、医療、児

童福祉、教育、雇用等の分野を超えた総合的な取組が不可欠であり、医療機関、教育機関、公共職

業安定所、障害者職業センター、障害者就業・生活支援センターその他の職業リハビリテーション

の措置を実施する機関その他の関係機関と連携することが必要であることから、関係機関との連携

に関する体制を整備していくものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

平塚市障がい者基幹相談支援センターを中心とした平塚市地域生活支援拠点等の整備の図 
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本計画の推進（３委託相談支援事業所） 

 

 本市の委託事業として、市民の皆様の福祉制度の利用や生活全般についての相談に応じるため、

主に身体障がいに関する窓口、主に知的障がいに関する窓口及び主に精神障がいに関する窓口の合

計３か所の窓口を開設しています。 

 

 ３委託相談支援事業所は、地域で暮らす障がいのある方や、その御家族からの様々な相談に応じ、

日常生活に必要な地域の社会資源や社会福祉サービス等の情報を提供し、一人一人に合わせた支援

を行っています。また、本市は、３委託相談支援事業所を中核とした自立支援協議会を設置するこ

とにより、障がい者福祉に関する取組を推進しています。 

 

 

職員配置 

● 常勤換算で職員４人以上配置することとします。ただし、そのうち１人以上は、常勤とするこ

ととします。 

● 相談支援業務を効果的に実施するため、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等の専門的な技

術を有する者を１人以上配置することとします。ただし、業務遂行に支障がない場合には、他の

職務との兼務を認めることとします。 

 

 

主な事業内容 

● 障がい者及びその家族等からの生活・福祉相談に応じること。 

● 障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく各種サービスの事業所紹介、利用のあっせん及び調

整に関すること。 

● 地域の相談機関（主に指定特定相談支援事業所）の連携強化に関すること。 

● サービス利用者等のコーディネートに関すること。 
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本計画の進行管理 

 

 本計画の進行管理に当たっては、ＰＤＣＡサイクル（計画・実行・評価・改善のサイクル）によ

り、目標の達成に向けての進捗その他の状況を把握し、評価・改善を進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 毎年度、個々の取組等の実績を把握し、分析・評価を行います。本計画のうち、平塚市障がい者

福祉計画に相当する部分については、必要に応じて、自立支援協議会その他障がい者及びその関係

者の御意見を聴取します。また、本計画のうち、平塚市障がい福祉計画及び平塚市障がい児福祉計

画に相当する部分については、毎年度、神奈川県に報告し、県の基本計画の進行管理と合わせるこ

とで、必要に応じて、本計画の変更、取組の見直し等の措置を講じ、本計画の着実な進行管理を行

うほか、本計画の策定時に想定し得なかった事態等が生じた場合等にも、柔軟に取組を展開できる

よう図ります。  

ＬＡＮ

計画

Ｏ

実行

ＨＥＣＫ

評価

ＣＴＩＯＮ

改善

目標の設定及び目標達成の 

ための計画づくりを行う。 

計画を実施する。 

実施した結果を評価して、 

その分析を行う。 

改善・対策の方法を検討し、

計画につなげる。 
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 加えて、個々の取組については、ＯＯＤＡループ（観察・状況判断・意思決定・行動のループ）

により、本市の状況の変化に対応していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本計画に掲げる目標を明確に意識した上で、取り組んでいる現場における「観察」から始め、目

標の達成のために具体的にどのように対応すべきかを決定し、本計画に沿って取り組んでいきます。 

 

 本計画の策定は、第一歩にしか過ぎず、本計画に基づき、どのように施策を展開していくのかが

重要です。ＰＤＣＡサイクルにより、目標の達成に向けて、進捗その他の状況を把握し、評価・改

善を進めるとともに、障がい者福祉を取り巻く状況の変化に適宜対応するため、ＯＯＤＡループに

より、観察した生のデータに基づき、本計画との整合を踏まえつつ、施策を展開していきます。 

ｂｓｅｒｖｅ

（観察）

ｒｉｅｎｔ

（状況判断）

ｅｃｉｄｅ

（意思決定）

ｃｔ

（行動）

集めた生のデータに基づいて、

状況を判断する。 

データに基づき判断した状況

に応じて、やることを決める。 

自分の周りの状況を観察して、

生のデータを集める。 

本計画との整合を踏まえつつ、

やると決めたことを行う。 
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次期計画の将来展望 

 

 本計画は、後継計画となる次期計画の策定を見据えて推進していきます。 

 次期計画は、令和１１年度に策定し、令和１２年度から令和１７年度まで実施する予定です。 

 

障がい者 

福祉計画 
第１期 第２期 第３期 

第４期 

（前計画） 

第５期 

（本計画） 

実施期間 Ｈ１１－Ｈ１８ Ｈ１９－Ｈ２６ Ｈ２７－Ｈ３１ Ｒ２－Ｒ６ Ｒ７－Ｒ１１ 

基本理念 
障がいのある人もない人も、 

ともにいきいきと生活するまちづくり 

自分らしさを大切にしながら 

多様な個性が輝く 

共生のまち ひらつか 

基本目標 

障がい理解の啓発と自立・社会参加の促進 

地域活動支援の充実 

暮らしやすい生活環境の拡充 

認め合う 

育 む 

発揮する 

支え合う 

 

 そこで、次期計画の策定に向けて、民間企業のノウハウを活用するために調査・計画策定の業務

を委託するなど、より障がい者福祉の現状と課題を把握した上で、具体的かつ効率的な計画が策定

できるよう検討を進めていきます。また、障害者基本法第３６条第４項の合議制の機関を設置する

など、より障がい者その他の関係者の御意見を踏まえ計画が策定できるよう検討を進めていきます。 

 

【障害者基本法第３６条第４項（都道府県等における合議制の機関）の抜粋】 

  市町村…は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、…合議制の機関を置くことができる。 

（１） 市町村障害者計画に関し、…事項を処理すること。 

（２） …障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し…実施状況を監視すること。 

（３） …障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。 
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本計画における障がい者の範囲 

 

 本計画における「障がい者」とは、障害者基本法に定める障がい者並びに障害者総合支援法及び

児童福祉法に基づきサービス給付を受ける障がい児・者をいいます。 

 

【障害者基本法第２条第１号（定義）の抜粋】 

  障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）

がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものを

いう。 

【障害者総合支援法第４条第１項（定義）の抜粋】 

  この法律において「障害者」とは、身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者、知的障害者福祉法にいう知的障害

者のうち１８歳以上である者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第５条第１項に規定する精神障害者（発達

障害者支援法（平成１６年法律第１６７号）第２条第２項に規定する発達障害者を含み、知的障害者福祉法にいう知的障

害者を除く。以下「精神障害者」という。）のうち１８歳以上である者並びに治療方法が確立していない疾病その他の特

殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者であって１８歳以上であるもの

をいう。 

【障害者総合支援法第４条第２項（定義）の抜粋】 

  この法律において「障害児」とは、児童福祉法第４条第２項に規定する障害児をいう。 

 

 

  

 

「障がい」とは、心身の機能の障がい等の総称です。 

一人一人、視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、ダウン症、

自閉症、ＡＤＨＤ、統合失調症、てんかん、高次脳機能障害等、

具体的な名称があり、これらの特性は、様々です。 

本計画では、あくまで総称として「障がい者」と記載します。 

誰しも、その人特有の性質や性格である「個性」があるため、

総称にとらわれず、相互に個性を尊重し合うことが大切です。 



 ― １４ ―   

本計画における基本理念・目標・指標の位置付け 

 

 本計画は、共生社会の実現に向けた「基本理念」を共有する平塚市障がい者福祉計画並びに平塚

市障がい福祉計画及び平塚市障がい児福祉計画を一つにまとめたものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 「平塚市障がい者福祉計画」は、本市における障がい者の状況等を踏まえ、本市における障がい

者のための施策に関する基本的な計画として、本市独自に策定するものです。 

 一方、「平塚市障がい福祉計画」及び「平塚市障がい児福祉計画」は、障害福祉サービス及び障害

児通所支援等の提供体制の確保その他障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく業務の円滑な実

施に関する計画として、国の基本指針に即して策定するものです。 

 よって、これらは、基本理念を共有していますが、構成が異なります。  

自分らしさを大切にしながら 多様な個性が輝く 共生のまち ひらつか 
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【第３章】 基本理念 
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 本計画のうち、「平塚市障がい者福祉計画」は、本市独自に、基本目標の達成に寄与する施策の取

組を推進することにより、基本目標の達成を目指すものです。取組の進捗状況を踏まえ、成果指標

により基本目標の達成状況を評価します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本計画のうち、「平塚市障がい福祉計画」及び「平塚市障がい児福祉計画」は、国の基本指針に即

して、目標ごとの成果目標※１の達成に寄与する活動指標※２を設定し、障害福祉サービスの実績

及び見込みその他のデータ等を参考にしつつ、活動指標に基づく取組を推進するものです。活動指

標に基づく取組の進捗状況を踏まえ、成果目標により目標の達成状況を評価します。 

 

※１ 「成果目標」とは、国の基本指針に基づく、障がい者の自立支援の観点から共生社会を実現するための

７つの目標を達成するためのより具体的な目標をいいます。 

※２ 「活動指標」とは、国の基本指針に基づく、成果目標を達成するための施策を実施するに当たり、意識

すべき指標となる基準（考え方等）をいいます。 

 

【第４章・第５章】 平塚市障がい者福祉計画 

【第６章】 平塚市障がい福祉計画・平塚市障がい児福祉計画 

基本目標 

施策 取組 
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評
価 

取組 

目標 
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取組 
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